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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年12月27日(2013.12.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタの製造方法であって：
　（A）基板を準備すること；
　（B）ソース電極、ドレイン電極、及び単層カーボンナノチューブ層を形成すること、
ここに、該ソース電極及び該ドレイン電極は互いに隔離して配置され、且つ、該単層カー
ボンナノチューブ層は、該ソース電極と該ドレイン電極の間に挿入される；
　（C）該単層カーボンナノチューブ層の表面上にゲート酸化物層を形成すること；
　（D）該ゲート酸化物層の表面を、酸素及び窒素から選ばれる元素と共に約500℃と約60
0℃の間の温度においてアニールすること；及び、
　（E）該ゲート酸化物層の該表面上にゲート電極を形成すること、
　を含む製造方法。
【請求項２】
　前記ゲート酸化物層が酸化ハフニウム（HfOx）を含むことを特徴とする、請求項1に記
載の方法。
【請求項３】
　工程（C）において、前記ゲート酸化物層の厚みが約5 nmと約30 nmの間にあることを特
徴とする、請求項1に記載の方法。
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【請求項４】
　工程（D）において、酸素アニーリング又は窒素アニーリングの持続時間が、約30分か
ら約1時間であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　工程（D）において、前記酸素アニーリング又は窒素アニーリングのためのガス流速が
、約100 sccmと500 sccmの間であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　工程（B）において、前記単層カーボンナノチューブが、下記の工程：
　（B1）触媒を形成するよう複数の金属含有ナノ粒子を溶媒中に入れること；
　（B2）該触媒中に工程（A）で調製した基板を浸すこと；
　（B3）該触媒から浸漬基板を取り出し、該基板に焼成処理を施すこと；及び
　（B4）該焼成基板を加熱し、さらに、アルコール原料成長ガス源を供給し、それによっ
て、該アルコール原料成長ガス源によって該基板の表面に、複数の単層カーボンナノチュ
ーブを形成すること、その際、該複数の単層カーボンナノチューブは、互いに交差連結し
て網状構造を有するカーボンナノチューブ層を形成する、
　によって製造されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　工程（B4）において、前記アルコール原料成長ガスが：メタノール、エタノール、1-プ
ロパノール、イソプロピルアルコール、n-ブタノール、イソブタノール、ペンタノール、
及び、それらの任意の組み合わせから成る群から選ばれることを特徴とする、請求項6に
記載の方法。
【請求項８】
　工程（B1）において、前記複数の金属含有ナノ粒子が、コバルト、モリブデン、及びそ
れらの任意の組み合わせから成る群から選ばれることを特徴とする、請求項6に記載の方
法。
【請求項９】
　工程（B）において、前記単層カーボンナノチューブが、通路チャンネル層とされるこ
とを特徴とする、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　工程（B）において、前記単層カーボンナノチューブ層の厚みが、約100 nmと約400 nm
の間にあることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　トップゲート型薄膜トランジスタであって：
　基板；
　ソース電極及びドレイン電極、ここに、それらは、それぞれ、該基板の表面において所
定の長さだけ互いに隔離して配置される；
　複数の単層カーボンナノチューブを含む単層カーボンナノチューブ層；
　該単層カーボンナノチューブの表面に配され、該ソース電極の一部及び該ドレイン電極
の一部を被覆するゲート酸化物層（但し、該ゲート酸化物層は、その表面を、酸素及び窒
素から選ばれる元素と共に約500℃と約600℃の間の温度においてアニールする処理に付さ
れた物である）；及び、
　該ゲート酸化物層の表面上に配されるゲート電極、
　を含むトップゲート型薄膜トランジスタ。
【請求項１２】
　前記ゲート酸化物層が、酸化ハフニウム、オキシ窒化ハフニウム、及びそれらの任意の
組み合わせから成る群から選ばれることを特徴とする、請求項11に記載のトップゲート型
薄膜トランジスタ。
【請求項１３】
　前記単層カーボンナノチューブ層が、ラマン散乱スペクトラムによって分析した場合、
好ましくは10と25の間にあることを特徴とする、請求項11に記載のトップゲート型薄膜ト
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ランジスタ。
【請求項１４】
　前記単層カーボンナノチューブ層が、通路チャンネル層とされることを特徴とする、請
求項11に記載のトップゲート型薄膜トランジスタ。
【請求項１５】
　前記単層カーボンナノチューブの厚みが、約100 nmと約400 nmの間にあることを特徴と
する、請求項11に記載のトップゲート型薄膜トランジスタ。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】薄膜トランジスタ及びトップゲート型薄膜トランジスタの製造方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トップゲート型薄膜トランジスタ、及びその製造方法に関する。より詳細に
は、本発明は、単層カーボンナノチューブをチャンネル層に仕立てる製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーボンナノチューブの合成及び応用研究の波は、1993年のその発見に起源を持つ。そ
の技術的発展に関して特に注目すべきなのは、日本の東京大学の丸山研究チームであり、
彼らが、高純度単層カーボンナノチューブの製造にアルコール触媒化学気相成長法（ACCV
D）を利用した最初のチームであった。この処理プロセスによって得られるナノチューブ
は、目覚ましい特性：優れた電気伝導性、単純な製造方法、フォトリソグラフィーと簡単
に一体化が可能であることなどを示し、これらは全て、学界から長い間大きな注目を集め
ている。
【０００３】
　それとは別に、電気トランジスタ及びその小型化における技術的発展の現状に呼応して
、将来的使用のために取って代わるべき、サステイナブルな新規材料に対する要求が次第
に高まっている。文献から、ある研究チームが、カーボンナノチューブを縦分割(splitte
ring)することによってp-型単層カーボンナノチューブマトリックスの製造を試みたとこ
ろ、そのトランジスタは、最大106倍のオン－オフ電流比、及び最大7 cm2/Vsの電界作用
キャリア移動度を示すことが明らかにされている。
【０００４】
　カーボンナノチューブの通例操作では多くの場合、大多数のカーボンナノチューブトラ
ンジスタは、p-型特徴を示すように設定される。その理由は、一般に、大気環境に曝され
るとカーボンナノチューブが酸素と結合するためである。さらに、当業者には、電気トラ
ンジスタのn-型又はp-型不純度を効果的に調節するための手段として、アニーリング及び
カリウムドーピングを含む処理の使用が良く知られる。
【０００５】
　一方、H.ダイ(Dai)研究チームは、ナノチューブ半径、バンドギャップサイズ、及び種
々の金属及びカーボンチューブの仕事関数などのパラメーターの調節は、電気トランジス
タの特性変更の誘導因子になるという理論を発表している。IBM研究チームは、カーボン
ナノチューブ、及び電極の接触面は、仕事関数に対してきわめて高感度であることを発見
した。すなわち、該接触面における吸着酸素は、金属接触面における仕事関数の増加をも
たらすことが可能であり、これは、陰性電圧電子に対しては依然として自由な流通を許容
するが、該陰性電圧電子の、反対側の電子ホールは、エネルギー障壁過剰（overkill）の
ためカットオフされるであろう。
【０００６】
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　従来の研究傾向は、研究の優先度が、主に、単一カーボンナノチューブに向いており、
カーボンナノチューブマトリックストランスジスタに対する注目度はより低いことを示し
ている。カーボンナノチューブ薄膜は単純な製造プロセスを約束するものであるから、集
積回路製造との適合性、大表面積を含む大型製品製造の可能性、ナノスケールトランジス
タに使用される新規主流材料に対する需要が、近未来において、予見可能である。
【０００７】
　事実、単層カーボンナノチューブ半導体は、その表面に窒素を吸着させるとn-型半導体
特性を、その表面に酸素を吸着させるとp-型特性を呈するように変化することが当業者に
よって示唆されている。しかしながら、我々は、我々の試みを通じて、カーボンナノチュ
ーブに対し直接窒素又は酸素を印加し、その後高温でアニーリングを実行することは、電
界作用移動度及び横断コンダクタンスを含む基板特性を著しく低下させること、さらに、
それによって、ラマン分析によって示されるように、そのG/D比も同様に低下することを
見出した。言い換えれば、カーボンチューブ薄膜に対し直接アニーリングを印加すること
は、該カーボンチューブ薄膜に対し構造的損傷をもたらすることが考えられ、従って、薄
膜トランジスタの製造においてこの処理を直接適用することは不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記から、この技術分野では、新規単層カーボンナノチューブを原材料とする薄膜トラ
ンジスタを製造する方法、すなわち、単層カーボンナノチューブの双極性を単極性に変換
し、薄膜トランジスタにおいて単層カーボンナノチューブを通路層とすることが可能な方
法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、薄膜トランジスタの製造方法であって：（A）基板を準備す
る工程；（B）ソース電極、ドレイン電極、及び単層カーボンナノチューブ層を形成する
工程、ここに、該ソース電極及び該ドレイン電極は互いに隔離して配置され、且つ、該単
層カーボンナノチューブ層は、該ソース電極と該ドレイン電極の間に挿入される；（C）
該単層カーボンナノチューブ層の表面上にゲート酸化物層を形成する工程、（D）該ゲー
ト酸化物層の表面を、酸素及び窒素から選ばれる元素と共に約500℃から約600℃の温度に
おいてアニールする工程を含む方法を提供することである。
【００１０】
　本発明は、単層カーボンナノチューブの表面上にゲート酸化物層を形成した後、アニー
リング処理を実行するための窒素及び酸素アニーリングを使用することを含み、ここに、
アニーリングパラメータを調節することによって、該単層ナノチューブの双極性(ambidua
lity)は単極性に変換されトランジスタ部品としての使用が可能となる。より具体的には
、本発明によって示唆される利点は、先ずゲート酸化物層（例えば、HfOx）を変換し、次
いでアニーリング処理を実行することによって実現される。これらは一緒になって、第1
に、ゲート酸化物層の誘電率を上げること、一方、第2に、このアニーリング処理中に、
窒素又は酸素ガスがゲート酸化物層中を拡散してナノチューブに到達することを目指す。
【００１１】
　いくつかの従来技術によって示唆される、カーボンナノチューブ薄膜に対する、窒素及
び酸素ガスの直接的侵入を可能とするセットアップは、デバイス部品の特性の減衰、及び
、G/D比の低下--これらは、従って、その部品において望ましい特性を有する薄膜トラン
ジスタの製造を不可能とする--をもたらすことが知られる。逆に、本発明は、カーボンナ
ノチューブのG/D比の値を維持するだけでなく、その部品の特性（例としては、横断コン
ダクタンス、オンオフ電流比、電界作用キャリア移動度などが挙げられる）の強化を可能
とするが、この特色は、既知の従来技術では不可能である。
【００１２】
　本発明の実施態様では、ゲート酸化物層の好ましい材料は、酸化ハフニウム（HfOx）で
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ある。一局面において、酸化ハフニウムを堆積させるためにスパッタリング技術を用いる
本発明においては、非アニーリング条件下では、単層カーボンナノチューブの一部は双極
体として出現すると考えられる。さらに、トランジスタ部分の双極性は、ゲート酸化物層
が種々のガス及び種々の条件パラメータを用いてアニーリング処理されると、単極トラン
ジスタに変換されるよう効果的に管理することが可能であることが見出されている。さら
に、アニーリング処理は、デバイス部分の他の特性、すなわち、横断コンダクタンス、オ
ンオフ電流比、電界作用移動度などを含む特性をも強化する。
【００１３】
　ナノチューブトランジスタのゲート酸化物層としてもっとも頻繁に使用される材料は、
入手・供給が優れるため二酸化シリコン（SiO2）である。しかしながら、二酸化シリコン
は、ゲート酸化物層としてのみ使用可能であるが、その誘電率を著しく増すように、他の
ガスと一緒に反応させることはできない。さらに、窒素又は酸素アニーリングを実行する
際、これら二つのガスは、何らかの所望の作用を実現するよう、二酸化シリコンと反応さ
せることはできず、従って、窒素又は酸素原子はナノチューブに達するまで拡散しない。
従って、ゲート酸化物層としては酸化ハフニウム薄膜を使用する方がより好ましい。
【００１４】
　本発明の別の実施態様では、ゲート酸化物層の厚みは、好ましくは、約5 nmと約30 nm
の間にある。
【００１５】
　本発明の工程（D）の一実施態様では、ゲート酸化物層に対する酸素又は窒素アニーリ
ング処理は、好ましくは、約30分から約1時間持続する。
【００１６】
　本発明の工程（D）の別実施態様では、酸素又は窒素アニーリング処理における気体流
速は、好ましくは、約100 sccm（標準立方センチ／分）と500 sccmの間に設定される。高
温真空チェンバーチューブを使用する場合、真空アニーリング処理は、約10 torrにおい
て行われるように調節され、従って、それは、大きすぎないよう、また小さすぎないよう
にすることが好ましい。
【００１７】
　デバイス部分の特性に対する作用のためのアニーリング処理における、酸素又は窒素又
は他のガスの使用に関する本発明の実施態様では、2種類のガス分子は、高温においてゲ
ート酸化物層中を個別に拡散してナノチューブと結合し、該ナノチューブの半導体特性を
変え（すなわち、n又はp状態に変換し）、それによって、デバイス部分の特性の変化を引
き起こすことが予想される。
【００１８】
　本発明の工程（B）の別の実施態様では、単層カーボンナノチューブは、下記の工程：
（B1）触媒を形成するよう複数の金属含有ナノ粒子を溶媒中に入れること；（B2）該触媒
中に工程（A）で調製した基板を浸すこと；（B3）触媒から浸漬基板を取り出し、該基板
に焼成処理を施すこと；及び（B4）該焼成基板を加熱し、さらに、アルコール原料成長ガ
ス源を供給し、それによって、該アルコール原料成長ガス源によって基板の表面に、複数
の単層カーボンナノチューブを形成すること、その際、該複数の単層カーボンナノチュー
ブは、互いに交差連結して網状構造を有するカーボンナノチューブ層を形成する、によっ
て製造される。
【００１９】
　上記工程（B4）の一局面では、アルコール原料成長ガスは：メタノール、エタノール、
1-プロパノール、イソプロピルアルコール、n-ブタノール、イソブタノール、ペンタノー
ル、及び、それらの任意の組み合わせから成る群から選ばれるべきである。上記工程（B1
）のある局面では、前記複数の金属含有ナノ粒子は：コバルト、モリブデン、及びそれら
の任意の組み合わせから成る群から選ばれる。上記工程（B4）の一局面では、基板は、好
ましくは、約600℃から約900℃の間で加熱される。上記工程（B3）のある局面では、基板
は、好ましくは、約320℃から約480℃の間で焼成される。さらに、上述の工程（B3）及び
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工程（B4）の間において、さらに別の工程（B3'）：還元反応を実行するためにアンモニ
アを供給する工程を加えることが好ましい。
【００２０】
　さらに、工程（B1）の別の局面では、溶媒は、好ましくは、エタノール、メタノール、
1-プロパノール、イソプロピルアルコール、n-ブタノール、イソブタノール、ペンタノー
ル、及び、それらの任意の組み合わせから成る群から選ばれる。工程（B4）に記載される
単層カーボンナノチューブ層のラマン散乱スペクトラムによって分析したG/D比は、好ま
しくは10と25の間にある。
【００２１】
　本発明の別実施態様では、複数の単層カーボンナノチューブは、好ましくは、ACCVDプ
ラットフォームデバイスによって形成される。
【００２２】
　上記工程（B）の一局面では、単層カーボンナノチューブは、好ましくは、通路層を形
成し、該単層カーボンナノチューブの厚みは、好ましくは、約100 nmと400 nmの間にある
。
【００２３】
　本発明の一実施態様では、ゲート酸化物層は、好ましくは、スパッタリング法によって
形成される。
【００２４】
　本発明の別の実施態様では、基板を含む材料は制限されず、例えば、基板は、ガラス、
石英、プラスチック、シリコンなどから製造することが可能である。
【００２５】
　本発明はさらに、トップゲート型薄膜トランジスタであって：基板；ソース電極及びド
レイン電極、ここに、該ソース電極及び該ドレイン電極は、基板表面において互いに隔離
して配置される；複数の単層ナノチューブの交差連結マトリックスを含む単層カーボンナ
ノチューブ層、ここに、該単層カーボンナノチューブは、該ソース電極と該ドレイン電極
の間に配置され、且つ、基板表面に配置される；基板表面に配置され、ソース電極の一部
とドレイン電極の一部を被覆するゲート酸化物層；及び、該ゲート酸化物層の表面上に配
されるゲート電極、を含むトップゲート型薄膜トランジスタを提供する。
【００２６】
　本発明は、アニーリング処理を施す前に、単層カーボンナノチューブ表面の上にゲート
酸化物層を形成するよう窒素及び酸素アニーリング処理を用い、それによって、様々なア
ニーリングパラメータを調整して、一局面では、単層カーボンナノチューブの双極性を単
極性に変換し、トップゲート型薄膜トランジスタ部分を可能とする。その結果、従来技術
では、カーボンナノチューブ薄膜の中を窒素又は酸素ガスを直接通過させるために、デバ
イス部分の特性が減衰し、G/D比が低下することが知られ、そのため、単層カーボンナノ
チューブ層がソース電極とドレイン電極の上に配置されるトップゲート型薄膜トランジス
タの実現には至らない。一方、本発明によって提供されるトップゲート型薄膜トランジス
タは、カーボンナノチューブのG/D比の維持が実証されるばかりでなく、デバイス部分の
特性（例えば、横断コンダクタンス、オンオフ電流比、電界作用キャリア移動度などが挙
げられる）をさらに向上させることが可能であり、この特色は、既成の従来技術では不可
能である。
【００２７】
　本発明のある実施態様では、ゲート酸化物層は、好ましくは、酸化ハフニウム（HfOx）
、オキシ窒化ハフニウム、及びそれらの任意の組み合わせから成る群から選ばれる。
【００２８】
　本発明の別の実施態様では、単層カーボンナノチューブ層のG/D比は、ラマン散乱スペ
クトラムによって分析した場合、好ましくは10と25の間にある。
【００２９】
　本発明のさらに別の実施態様では、単層カーボンナノチューブ層は、好ましくは、通路
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層を形成する。
【００３０】
　本発明のさらに別の実施態様では、単層カーボンナノチューブ層の厚みは、好ましくは
、約100 nmと約400 nmの間にある。
【００３１】
　本発明の他の目的、利点、及び新規特色は、下記の詳細な説明を、付属の図面と組み合
わせて読み取ることによってさらに明白となろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】1Aから1Dは、トップゲート型薄膜トランジスタ製造の好ましい実施態様1を、プ
ロセスフロー図として模式的に示す。
【図２】本発明の好ましい実施態様1-3における該好ましい実施態様1-3、及び対照群1の
特性性能に基づいて調製されるトップゲート型薄膜トランジスタにおける成分測定結果を
示すIds対Vgs曲線である。
【図３】本発明の好ましい実施態様4-6における該好ましい実施態様4-6、及び対照群2の
特性性能に基づいて調製されるトップゲート型薄膜トランジスタにおける成分測定結果を
示すIds-Vgs特徴曲線である。
【図４】アニーリング無しに調製されるトップゲート型薄膜トランジスタにおける成分測
定結果を示すIds-Vgs特徴曲線である。
【図５】アニーリング無しに調製されるn-型トップゲート薄膜トランジスタにおける成分
測定結果を示すIds-Vgs特徴曲線である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００３３】
　図1に示すように、先ず、二酸化シリコン層12を有する表面を含むシリコン基板11が準
備され（工程A）、ここで、該シリコン基板11の上に、ACCVDデバイスによって堆積される
、約200 nm厚の、単層カーボンナノチューブ薄膜13が設けられる。この単層カーボンナノ
チューブトランジスタにおける通路域のパターン（工程B）は、フォトリソグラフィー技
術及びエッチング技術によって定められる。次に、図1Bに示すように、ドレイン電極14及
びソース電極15を有する金属電極層（20 nmの金／300 nmのチタン）が、金属堆積システ
ム及びリフトオフリソグラフィーによって形成される。その後、スパッタリング装置によ
って約10 nm厚に堆積される酸化ハフニウム層（HfOx）16が、図1Cに示されるように（工
程C）、本トランジスタのゲート酸化物層とされる。その後、フォトリソグラフィー及び
ドライエッチングによって、該酸化ハフニウム層16がエッチ（触刻）され、ドレイン電極
14及びソース電極15を含む接触ホール（図には示さず）が形成される。
【００３４】
　次の工程は、酸化ハフニウム層16の表面に対し、500℃の温度、10 torrの圧力、100 sc
cmの流速下30分間酸素アニーリングを実行すること（工程D）を含む。その際、酸化ハフ
ニウム層16が高温で酸素アニーリング処理されるとき、酸素原子は、ゲート酸化物層中に
拡散して高い動作温度でナノチューブと結合し、該ナノチューブの半導体特性を変え、そ
れによって、このデバイス部分全体の特性を変え、さらに、通路層の単層カーボンナノチ
ューブ薄膜13の性質を規定する。
【００３５】
　最後に、デバイス部分の製造プロセスを完了するために、リフトオフリソグラフィー技
術を再び用いて金属ゲート電極16を堆積する（工程E）。本発明の実施態様を表すトップ
ゲート型薄膜トランジスタ1はこのようにして製作される。
【００３６】
　本発明では、工程Bの単層カーボンナノチューブ13は、下記の工程によって形成される
：（B1）触媒を形成するよう複数の金属含有ナノ粒子（この場合の例としては、酢酸コバ
ルト粉末及び酢酸モリブデン粉末が使用される）を溶媒中に入れること、この場合の例と
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しては、溶媒はエタノールであり、酢酸コバルトと酢酸モリブデン、及びエタノール［酢
酸コバルトと酢酸モリブデン：エタノール」の比 = 0.01 wt%である。次に、（B2）シリ
コン基板11を該触媒に浸し；該シリコン基板11の表面に触媒を吸着させる。その後、（B3
）浸漬基板11を触媒から取り出し、該基板11に焼成処理を施す、その際、焼成温度は400
℃である。この工程に続き、（B3'）は、シリコン基板11の表面を焼成することによって
還元反応を起動するための手段として、アンモニウムガス及びアルゴンガスを供給するこ
とを含む。本発明において開示される還元反応は、約350℃と750℃の間の温度、約15-20 
torrの圧力において、アンモニウムガス／アルゴンガスが30/200 sccmとなるように作動
する。次の工程（B4）は、該焼成・還元基板を750℃となるように加熱すること、同時に
、アルコール型成長ガス源（この場合の例としては、条件は、約99.9%純度のエタノール
、690 torrの圧力、50℃の温度を含んでもよい）を供給し、それによって、基板表面上に
複数の単層カーボンナノチューブを形成することを含み（この場合の例としては、継続時
間10分、ACCVDデバイスが挙げられる）、その際、該複数の単層カーボンナノチューブは
、互いに交差連結して網状構造を有するカーボンナノチューブ層を形成し、この網状構造
薄膜の厚みは約200 nmである。
【００３７】
　ここで図1Dに目を向けると、ここに提示される実施態様は、その表面が二酸化シリコン
層2を有する、シリコン基板11；ソース電極15とドレイン電極14、ここに、該ソース電極
と該ドレイン電極は、シリコン基板11の表面において互いに隔離されて配置される；単層
カーボンナノチューブ薄膜13であって、交差連結構造を有する複数の単層カーボンナノチ
ューブを含み、シリコン基板11の表面上に配される単層カーボンナノチューブ薄膜；酸化
ハフニウム層16を有するゲート酸化物層であって、単層カーボンナノチューブ薄膜13の表
面上に配置され、ソース電極15とドレイン電極14を覆うゲート酸化物層；及び、酸化ハフ
ニウム16の表面に配されるゲート電極17を含む、トップゲート型薄膜トランジスタ1を開
示する。
【実施例２】
【００３８】
　本明細書記載の実施例1に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造方
法であるが、酸素アニーリング処理のための工程Dの酸素の流速が、100 sccmではなくて3
00 sccmである製造方法。
【実施例３】
【００３９】
　本明細書記載の実施例1に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造方
法であるが、酸素アニーリング処理のための工程Dの酸素の流速が、100 sccmではなくて5
00 sccmであり、持続時間が、30分ではなくて60分である製造方法。
【００４０】
［対照群１］
　本明細書記載の実施例1に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造方
法であるが、工程Dが省略され、酸素アニーリング処理が省略される製造方法。
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【表１】

【００４１】
　図2は、酸素アニーリング処理の種々のパラメータ条件下に、酸化ハフニウム層を変え
た場合の、トランジスタ部分の特性の振る舞いの変化を示す。図面から、トランジスタ部
分が、初期の双極状態からp-型単極状態へ変換されることが明瞭に見て取れる。それに加
えて、トランジスタがp-型動作測定値を呈する際、その横断コンダクタンスとオンオフ電
流比、電界作用キャリア移動度は全て著しく上向き傾向を示す。結果の計算値を表1に記
録する。
【実施例４】
【００４２】
　本明細書記載の実施例1に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造方
法であるが、工程Dが、アニーリング処理を実行するために窒素の使用を含み、使用され
る窒素の流速が100 sccmであり、アニーリング時間が30分である製造方法。
【実施例５】
【００４３】
　本明細書に記載の実施例4に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造
方法であるが、工程Dの窒素の流速が、100 sccmではなく、300 sccmである製造方法。
【実施例６】
【００４４】
　本明細書に記載の実施例4に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造
方法であるが、工程Dの窒素の流速が、100 sccmではなく、500 sccmであり、時間が、30
分ではなく、60分である製造方法。
【００４５】
［対照群２］
　本明細書記載の実施例1に開示される、トップゲート型薄膜トランジスタと同じ製造方
法であるが、工程Dが省略され、酸素アニーリング処理又は窒素アニーリング処理が省略
される製造方法。
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【表２】

【００４６】
　図3は、窒素アニーリング処理の種々のパラメータ条件下に、オキシ窒化ハフニウム（H
fOxNy）を変えた場合の、トランジスタ部分の特性の振る舞いの変化を示す。図面から、
トランジスタ部分が、初期の双極状態からn-型単極状態へ変換されることが明瞭に見て取
れる。それに加えて、トランジスタがn-型FET動作の測定を受ける際、その横断コンダク
タンスとオンオフ電流比、電界作用キャリア移動度は全て著しく上向き傾向を示す。結果
の計算値を表2に記録する。この結果に関する予測は下記の通り：N2 = 300 sccm、550℃
、及び30分の持続時間という動作条件では、酸化物層薄膜は、きわめて能力が高く反応を
終了させ、窒素含有薄膜を形成することが可能である。そればかりでなく、変更される温
度及びガス分子は、酸化物層の移動の際、金属とカーボンナノチューブの間の接触面に影
響を及ぼし、該接触表面の仕事関数及び接触抵抗率を、アニーリングによって誘起される
変化に対して敏感にし、そのため、デバイス部分の特性変化が引き起こされる。
【００４７】
誘電率の測定
　実施例2、実施例5、及び酸化ハフニウム薄膜の容量値（測定周波数は2 MHz）を考慮に
入れ、誘電率εrを計算するための式C=εrεo (A/tox)と組み合わせると、下記の結果が
得られる。

【表３】

【００４８】
　酸化ハフニウム薄膜の誘電率は、550℃の温度、10 torrの圧力、30分の持続時間におい
て窒素又は酸素を使用するアニーリング条件下で実際に増加を示すことが実証される。誘
電率の変化のレベルは、特に、窒素のアニーリング処理後に最大である。元の酸化ハフニ
ウム薄膜がオキシ窒化薄膜に成り、注入窒素原子が作動して誘電率を刺激したことが考え
られる。
【００４９】
アニーリング処理をしない単層カーボンナノチューブトランジスタの特性分析
　図4及び5において、一方は、W = 100μm、L = 20μmの単層カーボンナノチューブトラ
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ンジスタにおけるIds-Vgs曲線であり、他方は、同じものであるが、ただし、n-型動作下
での曲線である。式μeff = (dIds/dVgs)(Ltox/εWVds)から、該トランジスタの電界作用
移動度を計算することが可能であり、ここに、dIds/dVgs は横断コンダクタンスであり、
L及びWは、それぞれ、通路チャンネルの長さと幅を表し、tox は通路チャンネル薄膜の厚
みであり、εは、ゲート酸化物層の誘電率であり、Vgs は、ドレイン電極-ソース電極か
らの印加電圧である。
【００５０】
　図4から、アニーリング無しのカーボンナノチューブ薄膜から得られる薄膜トランジス
タの特性は双極性であることが見て取れる。輸送のためにp-型通路チャンネルとして使用
した場合、電子ホールキャリアの測定から、Vds = 0.1Vで、その横断コンダクタンスは約
3.2μS、オンオフ電流比はほぼ105に近似し、電界作用キャリア移動度計算値は約52.74cm
2/Vsであることが明らかになる。一方、電流輸送のためにn-型通路チャンネルとして使用
した場合、その横断コンダクタンスは約4.3 μS、オンオフ電流比は約105、電界作用キャ
リア移動度は約67.08 cm2/Vsである。
【００５１】
　本発明は、単層カーボンナノチューブ表面にゲート酸化物層を形成した後アニーリング
処理を実行するために窒素及び酸素アニーリングを使用することを含み、それによって、
該単層ナノチューブの双極性は、アニーリングパラメータを調整することによって単極性
に変換され、トランジスタ部分として使用される。より具体的には、本発明によって提示
される利点は、先ず、ゲート酸化物層（例えば、HfOx）を被覆し、次いでアニーリング処
理すること--この共同目的は、第1に、ゲート酸化物層の誘電率を増すことであり、同時
に第2に、アニーリング処理の際、窒素又は酸素ガスを該ゲート酸化物層中に拡散させて
ナノチューブに達せしめることである--によって実現される。
【００５２】
　いくつかの従来技術によって示唆される、カーボンナノチューブ薄膜への窒素及び酸素
ガスの直接的侵入を可能とするセットアップは、デバイス部分の特性を変えてG/D比の減
衰及び低下を誘発することが知られ、従って、その部分に関して、所望の特性を持つ薄膜
トランジスタの作製を不能にする。逆に、本発明は、カーボンナノチューブのG/D比の値
の維持が可能であるばかりでなく、その部分の特性の強化（例として、横断コンダクタン
ス、オンオフ電流比、電界作用キャリア移動度などが挙げられる）が可能である。この特
色は、従来技術では不可能である。
【００５３】
　ここに開示される本発明の実施態様は、只今のところ好ましいと考えられるものである
が、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、種々の変更及び修飾を実行することが
可能である。本発明の範囲は、付属の特許請求項に示されるが、その等価物の意味と範囲
内に出現する全ての変化は、本発明の範囲内に包含されることが意図される。
【符号の説明】
【００５４】
１．トップゲート型薄膜トランジスタ
１１．シリコン基板
１２．二酸化シリコン層
１３．単層カーボンナノチューブ層
１４．ドレイン電極
１５．ソース電極
１６．酸化ハフニウム層
１７．ゲート電極
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